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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第197期

第２四半期
連結累計期間

第198期
第２四半期
連結累計期間

第197期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年９月30日

自　2021年４月１日
至　2021年９月30日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 （百万円） 140,735 157,535 288,324

経常利益 （百万円） 5,146 7,362 12,659

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（百万円） 3,539 5,235 8,636

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 5,857 6,090 13,322

純資産額 （百万円） 162,950 173,627 169,063

総資産額 （百万円） 290,586 321,700 307,813

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 46.17 68.27 112.62

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 40.26 59.53 98.25

自己資本比率 （％） 54.5 52.5 53.3

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 6,478 3,258 14,809

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △7,264 △4,373 △12,585

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △5,777 △467 2,548

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 24,324 31,936 35,320

 

回次
第197期

第２四半期
連結会計期間

第198期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

自　2021年７月１日
至　2021年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 23.94 34.26

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前第２四半期連結会計期間並びに前連結会計年度に

係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。

　2021年４月１日付で当社を吸収合併存続会社、東福製粉株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行って

おります。また、2021年４月１日付で当社はニップン冷食株式会社より冷凍食品事業を譲り受けております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績の状況

    （単位：百万円）

 
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額 前年同期比

売 上 高 140,735 157,535 16,799 111.9％

営業利益 4,192 5,869 1,677 140.0％

経常利益 5,146 7,362 2,216 143.1％

親会社株主に

帰属する

四半期純利益

3,539 5,235 1,696 147.9％

 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中で、ワクチ

ン普及の進展による経済活動正常化への期待はあるものの、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が多くの自治

体で発令されるとともに、度重なる期間延長により抑制政策が長期間に及んだことで経済活動にも落ち込みが見

られるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

食品業界においても、緊急事態宣言に伴う大型商業施設への休業要請、飲食店への休業・時短要請が外食産業

を中心に大きな影響を及ぼしました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、デリバリーサービス

の伸長や内食の増加、外出自粛による巣ごもり需要の拡大等、個人消費が大きく変化しており、依然として予測

のつかない事業環境が続いております。

このような状況下におきましても、当社グループは、感染拡大防止対策を徹底し、お客さまの安全・安心、従

業員の健康を最優先とし、国内外全ての製造拠点で生産活動を継続し、食品企業としての社会的責任を全うする

事業体制を維持しております。

また、当社グループは、コスト削減や販売の強化を軸に既存事業をより強固なものとするため、今後成長が見

込まれる分野に対しては積極的な投資を行い、未曾有の事業環境下においても柔軟に取り組むことで事業基盤強

化に努め、多角的総合食品企業として持続的成長を図っております。

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、2021年７月７日に発生したサイバー攻撃によるシステム障

害に係る諸費用として特別損失を計上したものの、冷凍食品類が家庭内での内食需要の高まりにより引き続き好

調に推移しているほか、業務用食品及び中食事業の需要が前年の低迷から想定以上に回復したことで、売上、利

益ともに前年同期を上回り、売上高は1,575億３千５百万円（前年同期比111.9％）、営業利益は58億６千９百万

円（同140.0％）、経常利益は73億６千２百万円（同143.1％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は52億３千

５百万円（同147.9％）となりました。

事業別の状況は次のとおりです。
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①製粉事業

    （単位：百万円）

 
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額 前年同期比

売 上 高 45,869 46,210 341 100.7％

営業利益 2,194 2,811 616 128.1％

 

当社グループは、食の安全・安心志向の高まりを受けて、品質管理の強化に努めるとともに、お客さまのニー

ズや食の多様化に対応した課題解決型営業の推進に注力しております。新型コロナウイルス感染症の影響が拡大

する状況下におきましても、お客さまとの取り組み強化や営業力・ブランド力の強化に努め、販売活動に精励し

てまいりました。

その結果、小麦粉の売上高は前年同期を下回りましたが、副製品のふすまの売上高は前年同期を上回りまし

た。

なお、2021年４月に外国産小麦の政府売渡価格が５銘柄平均（税込価格）で5.5％引き上げられたことに伴

い、当社は2021年６月に製品価格の改定を実施しました。

以上により、製粉事業の売上高は462億１千万円（前年同期比100.7％）、営業利益は28億１千１百万円（同

128.1％）となりました。

 

②食品事業

    （単位：百万円）

 
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額 前年同期比

売 上 高 78,630 93,002 14,371 118.3％

営業利益 2,049 2,766 717 135.0％

 

業務用食品では、緊急事態宣言に伴う大型商業施設への休業要請、飲食店への休業・時短要請が外食産業を中

心に大きな影響を及ぼしているものの、前年同期と比較すると需要は回復傾向にあり、売上高は前年同期を上回

りました。

家庭用食品では、外出自粛による巣ごもり需要は依然として高いものの、前年同期と比較すると需要が落ち着

いたため、売上高は前年同期を下回りました。

冷凍食品類については、家庭内での内食需要が依然として高く、また、コロナ禍を機に食事に手軽さを求める

お客さまが増加したこともあり、冷凍パスタが堅調であったことに加え、１食完結型のトレー入り「よくばり」

シリーズや「いまどきごはん」シリーズ等が好調に推移し、売上高は前年同期を大きく上回りました。

中食事業では、テレワークの継続や外出自粛による需要低迷の影響を受けたものの、前年同期と比較すると需

要は回復傾向にあり、売上高は前年同期を上回りました

以上により、食品事業の売上高は930億２百万円（前年同期比118.3％）、営業利益は27億６千６百万円（同

135.0％）となりました。

 

③その他事業

    （単位：百万円）

 
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額 前年同期比

売 上 高 16,236 18,323 2,087 112.9％

営業利益又は

営業損失（△）
△26 283 310 －

 

ペットフード事業は、販売数量が好調に推移した結果、売上高は前年同期を上回りました。

エンジニアリング事業は、大口工事の引き合いが増加した結果、売上高は前年同期を上回りました。

以上により、その他事業の売上高は183億２千３百万円（前年同期比112.9％）、営業利益は２億８千３百万円

となりました。
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（２）財政状態の状況

   （単位：百万円）

 2021年３月期 2021年９月期 増減額

流動資産 117,693 128,311 10,618

固定資産 190,069 193,345 3,275

繰延資産 49 43 △6

資産 合計 307,813 321,700 13,887

流動負債 69,544 76,817 7,272

固定負債 69,205 71,255 2,050

負債 合計 138,749 148,073 9,323

純資産 169,063 173,627 4,563

負債・純資産 合計 307,813 321,700 13,887

 

当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べ138億８千７百万円増加し、3,217億円

となりました。この主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が70億３千万円、原材料及び貯蔵品が50億２百

万円、有形固定資産が27億４千５百万円、商品及び製品が９億４千６百万円増加したこと及び現金及び預金が26

億８千７百万円減少したことによるものです。

負債の残高は、前連結会計年度末に比べ93億２千３百万円増加し、1,480億７千３百万円となりました。この

主な要因は、支払手形及び買掛金が70億１千８百万円、借入金が８億２千万円増加したことによるものです。

純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ45億６千３百万円増加し、1,736億２千７百万円となりました。こ

の主な要因は、利益剰余金が37億５千１百万円、その他有価証券評価差額金が６億１千４百万円増加したことに

よるものです。
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（３）キャッシュ・フローの状況

   （単位：百万円）

 
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,478 3,258 △3,220

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,264 △4,373 2,891

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,777 △467 5,310

現金及び現金同等物に係る換算差額 △124 119 243

現金及び現金同等物の増減額 △6,688 △1,463 5,224

連結除外に伴う現金及び現金同等物

の減少額
－ △1,908 △1,908

現金及び現金同等物の期末残高 24,324 31,936 7,612

 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ33億８千４百万

円減少し、319億３千６百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、32億５千８百万円の収入となりました（前年同期は64億７千８百万円

の収入）。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が76億１千２百万円、減価償却費が48億２千７百万円と

なったこと、法人税等の支払額が26億３千２百万円あったこと、ならびに仕入債務が67億２千７百万円増加した

こと及び売上債権が70億４千９百万円、棚卸資産が58億４百万円増加したことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、43億７千３百万円の支出となりました（前年同期は72億６千４百万円

の支出）。この主な要因は、投資有価証券の売却による収入が16億４千４百万円あったこと及び固定資産の取得

により53億４千３百万円の支出があったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、４億６千７百万円の支出となりました（前年同期は57億７千７百万円

の支出）。この主な要因は、資金調達による収入が12億５千２百万円あったこと及び配当金の支払により14億６

千万円の支出があったことによるものであります。

 

（４）経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

 

（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（６）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、16億５千３百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年１月31日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 78,824,009 78,824,009
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 78,824,009 78,824,009 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2021年６月29日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除

く）9名

新株予約権の数 978個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 普通株式48,900株

新株予約権の行使時の払込金額 １円

新株予約権の行使期間 2021年７月29日～2051年７月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格1,517円

資本組入額759円（注）１

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地

位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとす

る。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を

喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、

新株予約権を一括してのみ行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会

の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２

（注）１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
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２．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）については、会社法第236条第１項８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交

付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付

するものとする。

　ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編

対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権に定められた事項に準じ

て決定する。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新

株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行

使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たりの金額を１円とする。

④新株予約権を行使することができる期間

上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から、上記表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の取得に関する事項

残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

⑥新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記（注）１に準じて決定する。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 78,824,009 － 12,240 － 10,666
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（５）【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 8,271 10.8

ニップン取引先持株会 東京都千代田区麹町４丁目８番地 4,474 5.8

大樹生命保険株式会社 東京都千代田区大手町２丁目１番１号 3,497 4.5

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２番１号 3,349 4.4

株式会社ダスキン 大阪府吹田市豊津町１番33号 2,510 3.3

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２丁目５番１号 2,250 2.9

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 2,246 2.9

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号 2,060 2.7

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 2,004 2.6

株式会社日本カストディ銀行

（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番12号 1,885 2.5

計 － 32,549 42.4

（注）１．2021年10月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社及

びその共同保有者２社が2021年９月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社とし

ては当第２四半期会計期間末現在における実質所有状況の確認ができないため、上記の大株主の状況は株主名簿

に基づいて記載しております。なお、当該報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の

数（千株）

株券等保有

割合（％）

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１３番１号 6,318 7.42

ノムラ　インターナショナル　ピー

エルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥ

ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

1 Angel Lane, London EC4R 3AB,

United Kingdom
2,738 3.12

野村アセットマネジメント株式会社 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 2,136 2.71

計 － 11,193 11.91

（注）上記保有株券等の数及び株券等保有割合には、新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれて

おります。

２．2020年12月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその

共同保有者２社が2020年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては

当第２四半期会計期間末現在における実質所有状況の確認ができないため、上記の大株主の状況は株主名簿に

基づいて記載しております。なお、当該報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の

数（千株）

株券等保有

割合（％）

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 1,132 1.44

三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
東京都港区芝公園一丁目1番1号 2,034 2.58

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番1号 795 1.01

計 － 3,961 5.02
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,936,700

（相互保有株式）

普通株式 200

完全議決権株式（その他） 普通株式 76,815,700 768,157 －

単元未満株式 普通株式 71,409 － －

発行済株式総数  78,824,009 － －

総株主の議決権  － 768,157 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,200株（議決権の数22個）含まれて

おります。

 

②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社ニップン
東京都千代田区

麹町４丁目８番地
1,936,700 － 1,936,700 2.5

東福互光株式会社

福岡県福岡市中央区

長浜１丁目１番３５

号

200 － 200 0.0

計 － 1,936,900 － 1,936,900 2.5

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から

2021年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,486 34,798

受取手形、売掛金及び契約資産 41,848 48,878

商品及び製品 16,662 17,608

仕掛品 219 104

原材料及び貯蔵品 17,394 22,397

その他 4,143 4,582

貸倒引当金 △59 △57

流動資産合計 117,693 128,311

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１ 45,932 ※１ 47,926

機械装置及び運搬具（純額） ※１ 21,692 ※１ 21,812

土地 40,269 41,647

建設仮勘定 3,814 3,047

その他（純額） ※１ 2,531 ※１ 2,551

有形固定資産合計 114,240 116,986

無形固定資産   

のれん 1,644 1,525

その他 1,213 1,094

無形固定資産合計 2,858 2,619

投資その他の資産   

投資有価証券 65,809 66,314

その他 7,625 7,887

貸倒引当金 △464 △462

投資その他の資産合計 72,970 73,739

固定資産合計 190,069 193,345

繰延資産 49 43

資産合計 307,813 321,700
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,931 32,950

短期借入金 22,388 21,532

１年内償還予定の社債 － 96

未払法人税等 2,371 1,956

賞与引当金 690 670

その他 18,162 19,612

流動負債合計 69,544 76,817

固定負債   

社債 536 392

転換社債型新株予約権付社債 25,074 25,065

長期借入金 22,181 23,857

退職給付に係る負債 3,747 3,693

役員退職慰労引当金 809 754

その他 16,856 17,493

固定負債合計 69,205 71,255

負債合計 138,749 148,073

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,240 12,240

資本剰余金 11,308 11,305

利益剰余金 115,366 119,118

自己株式 △3,317 △3,306

株主資本合計 135,598 139,357

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,770 28,384

繰延ヘッジ損益 37 20

為替換算調整勘定 493 786

退職給付に係る調整累計額 308 313

その他の包括利益累計額合計 28,610 29,504

新株予約権 234 262

非支配株主持分 4,620 4,501

純資産合計 169,063 173,627

負債純資産合計 307,813 321,700
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 140,735 157,535

売上原価 107,697 120,258

売上総利益 33,038 37,276

販売費及び一般管理費 ※１ 28,846 ※１ 31,407

営業利益 4,192 5,869

営業外収益   

受取利息 43 31

受取配当金 790 793

その他 451 904

営業外収益合計 1,285 1,729

営業外費用   

支払利息 85 102

その他 245 133

営業外費用合計 331 236

経常利益 5,146 7,362

特別利益   

固定資産売却益 1 57

投資有価証券売却益 355 1,031

特別利益合計 356 1,088

特別損失   

固定資産除売却損 37 39

関係会社株式売却損 － 24

新型コロナウイルス感染症関連損失 ※２ 121 －

システム障害対応費用 － ※３ 761

その他 17 12

特別損失合計 176 838

税金等調整前四半期純利益 5,326 7,612

法人税、住民税及び事業税 1,480 2,242

法人税等調整額 325 166

法人税等合計 1,806 2,409

四半期純利益 3,520 5,203

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △19 △31

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,539 5,235
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益 3,520 5,203

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,581 592

繰延ヘッジ損益 △3 △17

為替換算調整勘定 △315 287

退職給付に係る調整額 98 6

持分法適用会社に対する持分相当額 △23 17

その他の包括利益合計 2,337 886

四半期包括利益 5,857 6,090

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,851 6,129

非支配株主に係る四半期包括利益 6 △39
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,326 7,612

減価償却費 4,204 4,827

新型コロナウイルス感染症関連損失 121 －

システム障害対応費用 － 761

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 0

受取利息及び受取配当金 △834 △824

支払利息 85 102

投資有価証券売却損益（△は益） △355 △1,029

投資有価証券評価損益（△は益） － 1

持分法による投資損益（△は益） △99 △101

為替差損益（△は益） 37 △109

固定資産売却損益（△は益） △1 △57

固定資産除却損 54 45

売上債権の増減額（△は増加） 4,827 △7,049

棚卸資産の増減額（△は増加） △5,010 △5,804

仕入債務の増減額（△は減少） 1,997 6,727

その他 △2,187 61

小計 8,068 5,166

利息及び配当金の受取額 841 827

利息の支払額 △97 △102

法人税等の支払額 △2,334 △2,632

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,478 3,258

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △233 △682

投資有価証券の取得による支出 △84 △52

投資有価証券の売却による収入 735 1,644

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出
－ △45

固定資産の取得による支出 △7,746 △5,343

固定資産の売却による収入 △1 75

貸付けによる支出 △2 △6

貸付金の回収による収入 7 6

その他 61 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,264 △4,373
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  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,393 △372

長期借入れによる収入 765 2,797

長期借入金の返済による支出 △1,416 △1,172

社債の償還による支出 △5,000 △48

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △77 △130

配当金の支払額 △1,382 △1,460

非支配株主への配当金の支払額 △27 △32

その他 △32 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,777 △467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △124 119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,688 △1,463

現金及び現金同等物の期首残高 31,012 35,308

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △1,908

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 24,324 ※１ 31,936
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第１四半期連結会計期間より、東福製粉株式会社、ニップン冷食株式会社他１社を連結の範囲から除外しており

ます。また、当第２四半期連結会計期間において、株式会社ジャックル浦島屋を連結の範囲から除外しておりま

す。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる

主な変更点は以下の通りです。

 

(1)代理人取引

顧客への製商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について、従来は、顧客から

受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額

を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

(2)販売奨励金

顧客に対して支払う販売奨励金などの一部について、従来は、販売費及び一般管理費として処理しており

ましたが、売上高から控除する方法に変更しております。

(3)売上計上基準の変更

当社グループの一部の取引について、従来は、製商品を出荷した時点で収益を認識しておりましたが、引

渡が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。

 

当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四

半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第２四半期連結累計期間の売上高は20,784百万円減少し、売上原価

は7,880百万円減少し、販売費及び一般管理費は12,914百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益はそれぞれ９百万円増加しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映

されたことにより、利益剰余金の前期首残高は84百万円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　令和２年３月31

日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収

益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の取得価額から国庫補助金等により控除した圧縮記帳累計額

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

 576百万円 576百万円

 

２　保証債務

従業員の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

従業員 6百万円 5百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自 2020年４月１日
　　至 2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日

　　至 2021年９月30日）

販売運賃及び諸掛 10,272百万円 10,603百万円

給与手当等 10,428 11,123 

退職給付費用 477 339 

減価償却費 616 720 

 

※２　新型コロナウイルス感染症関連損失

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

当社グループの一部店舗における休業期間中の固定費等であります。

 

※３　システム障害対応費用

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

2021年７月７日に発生したサイバー攻撃によるシステム障害に係る諸費用であります。

主な内訳は本件の調査を依頼している外部専門家へのコンサルタント費用及びシステム停止直後の受注

出荷対応によって生じた緊急配送の運賃等であります。なお、本件に関する諸費用は第３四半期連結会計

期間以降も発生の都度計上する予定です。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
　前第２四半期連結累計期間

（自 2020年４月１日
　　至 2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日

　　至 2021年９月30日）

現金及び預金勘定 27,296百万円 34,798百万円

償還期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,972 △2,862 

現金及び現金同等物 24,324 31,936 
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,382 18.0 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月５日

取締役会
普通株式 1,306 17.0 2020年９月30日 2020年11月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,460 19.0 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年11月12日

取締役会
普通株式 1,383 18.0 2021年９月30日 2021年12月６日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 製粉事業 食品事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 45,869 78,630 124,499 16,236 140,735 － 140,735

セグメント間の内部売上

高又は振替高
850 248 1,099 4,446 5,545 △5,545 －

 計 46,719 78,879 125,599 20,682 146,281 △5,545 140,735

 セグメント利益又は損失

（△）
2,194 2,049 4,243 △26 4,217 △24 4,192

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ペットフード、

健康食品類、エンジニアリング、不動産賃貸等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△24百万円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 製粉事業 食品事業 計

売上高        

顧客との契約から生じ

る収益
46,210 92,978 139,189 17,846 157,035 － 157,035

その他の収益 － 23 23 477 500 － 500

外部顧客への売上高 46,210 93,002 139,212 18,323 157,535 － 157,535

セグメント間の内部売上

高又は振替高
946 298 1,245 1,379 2,625 △2,625 －

 計 47,157 93,300 140,457 19,703 160,161 △2,625 157,535

 セグメント利益 2,811 2,766 5,577 283 5,861 7 5,869

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ペットフード、

健康食品類、エンジニアリング、不動産賃貸等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額７百万円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（会計方針の変更）に記載の通り、第１四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、

収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変

更しております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の利益又は損失の測定方法によ

り作成したものを記載しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、（セグメント情報等）に記載のとおりであります。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
 前第２四半期連結累計期間
　（自　2020年４月１日
　　至　2020年９月30日）

 当第２四半期連結累計期間
　（自　2021年４月１日
　　至　2021年９月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 46円17銭 68円27銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円） 3,539 5,235

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）
3,539 5,235

普通株式の期中平均株式数（千株） 76,669 76,695

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 40円26銭 59円53銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
△6 △6

（うち受取利息（税額相当額控除後）（百万円）） （△6） （△6）

普通株式増加数（千株） 11,096 11,149

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、

前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

（注）（会計方針の変更）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間における会計方針の変更は遡及適用され、前第２四

半期連結累計期間については、遡及適用後の1株当たり四半期純利益金額となっております。この結果、遡及適用

を行う前と比べて、前第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額はそれぞれ、0.09円及び0.08円増加しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間終了後四半期報告書提出日までの間の配当については、

＜注記事項＞（株主資本等関係）に記載のとおりです。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年１月31日

株　式　会　社　ニ　ッ　プ　ン

取　締　役　会　　御　中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 武内　清信

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 吉川　高史

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニップ

ンの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニップン及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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